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会　長　中島高夫　　　 会長エレクト　渋澤健司　 
副会長　巴　高志　野田貞之　飯塚明男　　幹事　坂本雄一
2016 ～ 17 年度国際ロータリー会長　ジョン・ジャーム　　
第 2570 地区ガバナー　前嶋修身

進　行：ＳＡＡ　坂本優蔵　チーフ　　　　　　　　　　点　鐘：12：30　中島高夫　会長
国歌：君が代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソング：奉仕の理想

会長の時間　　　　　　　　　中島高夫　会長
　皆さんこんにちは　3
月の第一例会にようこそ
ご多用の中出席を頂きあ
りがとうございます。3
月に入り春が少しずつ近
づいている様な感じがす
る、今日この頃ですが気
象予報では、今年の夏は
地球の温暖化で猛暑になるという予報が出てお
ります。気候の変動で体調を崩さないように気
を付けて毎日を過ごして頂きたいと思います。
本日は午前11時より第9回理事会があり、4月
の審議事項5月の協議事項についての会議が行
われました。議事録にて報告をいたします。
　今回の例会では、春山パスト会長に卓話をお
願いしております。
　テーマを「がんばれ！アイバンク」というこ
とでお話とDVDの上映もありますのでご清聴
頂きたいと思います。
　「ここでクラブを再点検」について、ロータ
リーの友の二神編集長の話が載っていたので抜
粋して話したいと思います。4月にアメリカ・
シカゴで3年に一度の規定審議会が開催されま
す。規定審議会には「国際ロータリー定款」
「国際ロータリー細則」「標準ロータリークラ
ブ定款」に関しての立法案が提出され検討され
ます。ここで決まることには、皆さんのクラブ
運営に大きくかかわることがたくさんあります。
新しい「手続要覧」ができるのは12月ごろに
なると思いますが、ここで採択された結果は、今
年の7月に始まる年度から施行されます。
　自分のクラブの定款や細則をご存知ですか。
定款・細則についての質問を、頂く事もあるの
ですが「それ何時から変えてないのですか」と
びっくりすることがある。クラブはこれらの規
則を順守することを条件に国際ロータリーから
加盟を承認されているのだから、私たちは規則
について確認して、学び、変更されればそれに

合わせて、やり方を変えなければなりません、
勿論規定審議会では自分たちの意に反した立法
案が採択されることもあると思います。
　それでも規則は規則ですからきちんと変更し
なければなりません。クラブや地区には立法案
を提出する権利がありますから意に反した結
果が出た場合は、次回の規定審議会に立法案
を提出することができます。立法案は「MY　
ROTARY」からダウンロードできます。私た
ちが規則だと思っているものの中には規則では
なく、慣習であるものもたくさんある、慣習に
なることはそれなりの理由がある場合も多く、
単純に変えていいというものではありません。
しかし長く続けてきたものの中には理由を検討
したら、その理由がなくなってしまっているも
のもあると思います。
　クラブを再点検する時に、まず行なわなくて
はいけないことは、クラブで採用している定款
や細則が最新のものであるかどうかを確認する
ことです。
　もし2013年の規定審議会に基づく最新の規
則に変更されてない場合はそれらの見直しをし
ます。次に検討していることが規則に基づいて
いるものか慣習によるものなのかをしっかり切
り分けること。3年も経てばクラブの事情が変
わります。定期的にクラブを再点検し、活動内
容や予算、委員会など見直すことも大事です。
一度の規定審議会だけでもたくさんの変更があ
ります。2,3度も放っておくと「クラブ細則」
を変更しようとしても、運営方法を変えようと
思ってもどうしたらいいのか、訳が分からなく
なってしまうかもしれません。
　本年度2月の理事会に於いて、本庄ロータ
リークラブ細則検討委員会を立ち上げ承認をし
て頂きました。細則の見直し変更をして頂き、
次年度の年度計画書に間に合うよう検討をお願
い致します。
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幹事報告　　　　　　　　　　坂本雄一　幹事
１、埼玉県北（明るい社
　　会づくりの会）加藤
　　玄静会長より明社だ
　　より・平成29年第
　　39号が届きました。
２、本庄商工会議所・狩
　　野会頭より平成29
　　年学卒者就職激励会の出席依頼文が届きま
　　した。
３、前嶋ガバナーより国際ロータリーアトラン
　　タ世界大会参加依頼文が届きました。
４、バギオだよりが届きました。
５、ロータリーの友3月号が届きました。

３月誕生祝いの会員
井田正志　３月４日
永井保之　３月５日
福島　修　３月８日
堀野健太　３月12日
岩渕富男　３月28日

３月結婚祝いの会員
織田裕之　　３月４日　　髙橋福八　３月５日
梅村孝雄　　３月８日　　狩野輝昭　３月11日
竹並紀松　　３月12日　　茂木　正　３月14日
下山正男　　３月15日　　坂田清茂　３月15日
五十嵐敦子　３月26日　　八木茂幸　３月29日

卓話　　　　　　　　　春山茂之　パスト会長
テーマ「アイバンクについて」　
がんばれアイバンク
　人は外界からの情報を多くの感覚器から受
け入れて生活をしています。すべての情報の
80％は視覚（眼）から入って来るといわれて
います。したがって視力を失うことは大変なこ
とであります。

　医学は日進日歩を続
けています。中でも眼
科における進歩は特に
目覚ましく、白内障手
術も小切開で人工レン
ズの挿入、緑内障も薬
剤の進歩、手術も日帰
り、網膜剥離も日帰り手術で行っている所もあ
ります。レーザー治療、眼球内注射等で殆どの
眼疾患は治らないものはない様な状態です。し
かし、角膜の混濁や変形によって視力低下した
ものは、人工角膜も不可能、IPS細胞による再
生医療も当分は無理であり、唯一、人間の角膜
を使った角膜移植があるのみであります。しか
しながら献眼は何年たっても増えません。日本
の現状では、たとえ角膜疾患以外の他に全く異
常はなくても、角膜疾患で視力を失った人は、
不自由な生活を送らねばなりません。
　どうぞアイバンクを理解いただき、ご協力下
さい。

出席率報告

ニコニコBＯＸ
「春山パスト会長、卓話宜しくお願いします。」
中島高夫　　坂本雄一　渋谷修身　長谷川京子
茂木　聡　　金井福則　関根　貢　飯塚明男
内野昭八郎　茂木　正　矢島淳一　渋澤健司
萩原達夫　　岡崎正六　佐藤賀則　八木茂幸　
五十嵐敦子　井田正志　春山茂之　笠原　勝　
金子　章　　坂田清茂　高柳育行　戸谷清一

春山茂之
｢本日は卓話させていただきます。過日文部科
学大臣表彰を受賞致しました。」

次回プログラム発表
３月９日㈭　第２例会　18：30～　夜間例会
卓話：イニシエーションスピーチ
　　　桜井祐治・齋藤次見・堀野健太会員　　
　

会員数 出席免除
会員数

出席義務
会員数

出　席
会員数 出席率

72 名 9 名 63 名 38 名 66.6％


